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硬
貨
を
入
れ
て
レ
バ
ー
を
回
す

と
、
お
も
ち
ゃ
の
入
っ
た
カ
プ
セ

ル
を
Get
！
な
に
が
当
た
る
か
わ
か

ら
な
い
ワ
ク
ワ
ク
感
を
、
み
な
さ

ん
も
一
度
は
体
験
し
た
こ
と
が
あ

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ

ん
な
カ
プ
セ
ル
ト
イ
（
ガ
チ
ャ
ガ

チ
ャ
）
で
伊
佐
を
盛
り
上
げ
よ
う

と
、
ユ
ニ
ー
ク
な
活
動
を
し
て
い

る「
い
さ
ガ
チ
ャ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

カ
プ
セ
ル
の
中
身
は
、
市
内
店

舗
で
使
え
る
ク
ー
ポ
ン
券
と
缶

バ
ッ
チ
。
発
案
者
で
、
い
さ
工
房

代
表
の
前
田
広
則
さ
ん（
後
列
右
）

に
よ
る
と
「
お
得
な
ク
ー
ポ
ン
で

市
内
店
舗
の
宣
伝
と
売
上
に
少
し

で
も
貢
献
で
き
た
ら
と
い
う
気
持

ち
で
始
め
た
の
で
、
缶
バ
ッ
チ
は

オ
マ
ケ
」
な
ん
だ
そ
う
で
す
。
し

か
し
、【
Ｉ
♥
伊
佐
】
や
【
伊
佐

な
に
も
な
く
て
草
ｗ
ｗ
ｗ
】
な
ど
、

伊
佐
農
林
高
校
美
術
部
２
年
生
の

林
智
輝
さ
ん
（
右
）・
原
田
湧
斗

さ
ん
（
左
）
が
考
え
た
フ
レ
ー
ズ

が
若
い
世
代
に
も
大
ウ
ケ
し
、
用

意
し
た
３
０
０
個
が
ほ
ぼ
完
売
す

る
ほ
ど
の
人
気
ぶ
り
。
実
行
委
員

の
湯
ノ
上
誠
さ
ん
（
後
列
左
）
も

「
み
な
さ
ん
が
買
っ
て
く
だ
さ
る

の
か
ど
う
か
不
安
だ
っ
た
の
で
、

本
当
に
あ
り
が
た
い
。
細
く
・
長

く
活
動
を
続
け
て
い
け
た
ら
」
と

う
れ
し
そ
う
。

　

現
在
、
い
さ
ガ
チ
ャ
第
２
弾

を
制
作
中
で
、
次
の
テ
ー
マ
は

「
戦
う
広
告
塔　

協
力
戦
隊
ヒ
ー

ロ
ー
」。
ク
ー
ポ
ン
提
供
店
舗
も

９
か
ら
15
に
増
え
、
市
内
の
飲
食

店
や
温
泉
施
設
を
お
得
に
ご
利
用

い
た
だ
け
ま
す
。
「
じ
わ
じ
わ
と

取
組
み
が
広
が
っ
て
き
ま
し
た
が
、

ま
だ
ま
だ
広
告
塔
協
力
隊
員
を
募

集
中
。
こ
れ
か
ら
も
遊
び
心
を
持

っ
て
地
域
に
貢
献
し
た
い
で
す
」

と
前
田
さ
ん
。

　

さ
ぁ
、
な
に
が
出
る
か
は
お
楽

し
み
！
ぜ
ひ
お
試
し
あ
れ
。

な
に
が
で
る
か
な
？　

ま
ち
お
こ
し
に
遊
び
心
！

一回一回 ： 　　　　　円： 　　　　　円

場所場所 ：： ・ 市役所大口庁舎・ 市役所大口庁舎

　　　　  ・ 大口ふれあいセンター　　　　  ・ 大口ふれあいセンター

　　　　  ・ ニシムタ大口店　　　　  ・ ニシムタ大口店

※クーポン参加店舗も募集中 !!※クーポン参加店舗も募集中 !!

問合先問合先　　☎ 28 － 1777　（前田）☎ 28 － 1777　（前田）

２００２００

▲缶バッチは福祉事業所の利用者が製作

▲いさ工房前には「昆虫食自販機」
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令和４年４月１日から

になります
成年年齢が1818歳

　成年年齢引き下げの民法改正により、 令和４年４月１日から、

18 歳、 19 歳の若者は成年になります。 今回の改正により、 民

法の未成年者取消権が使えなくなるため、 若年者の消費者トラ

ブルが懸念されますのでご注意ください。

18 歳 （成年） になったらできること 20 歳にならないとできないこと
（これまでと変わらないこと）

  ◇親の同意がなくても契約できる

　  ・ 携帯電話の契約

　  ・ ローンを組む

　  ・ クレジットカードをつくる

　  ・ 一人暮らしの部屋を借りる　など

  ◇ 10 年有効のパスポートを取得する

  ◇公認会計士や司法書士、 医師免許、 薬剤師

　   などの国家資格を取る

  ◇結婚

　   女性の結婚可能年齢が 16 歳から 18 歳に

　   引き上げられ、 男女とも 18 歳に

  ◇性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審

　   判を受けられる

  ◇飲酒をする

  ◇喫煙をする

  ◇競馬、 競輪、 競艇、 オートレースの投票券

    （馬券など） を買う

  ◇養子を迎える

  ◇大型 ・ 中型自動車免許の取得

２　成年に達すると何が変わりますか？

　成年に達すると、 親の同意を得なくても、 自分の意思でさまざまな契約ができるようになります。

一方で、 飲酒や喫煙、 競馬 ・ 競輪などはこれまでと同様、 20 歳にならないとできません。

※普通自動車免許の取得は従来と同様、

　 18 歳以上で取得可能

生年月日 成年になる日
成年になる

年齢

  平成 14 年４月１日
  以前の生まれ

  20 歳の誕生日 20 歳

  平成 14 年４月２日～
  平成 15 年４月１日

  令和４年４月１日 19 歳

  平成 15 年４月２日～
  平成 16 年４月１日

  令和４年４月１日 18 歳

  平成 16 年４月２日
  以降の生まれ

  18 歳の誕生日 18 歳

　18 歳や 19 歳の若者の自己決定権

を尊重し、積極的な社会参加を促すこ

とを目的としており、世界的にも 18

歳を成年年齢とするのが主流です。ま

た、公職選挙法の選挙権年齢や憲法改

正国民投票の投票権年齢は、すでに

18 歳に引き下げられています。

なぜ成年年齢を 20 歳から 18 歳

に引き下げるの？

１　「成年年齢」はいつから変わりますか？

　　令和４年４月から、 成年年齢が現行の 20 歳から 18 歳に引き下げられます。

Ｑ いつから 18 歳が成年になるの？Ｑ 成年年齢の引下げによって
何が変わるの？

　成年年齢の引下げによって、１８歳、１９歳の方は、親の同意を得なくても、様々な

契約をすることができるようになります。例えば、携帯電話を購入する、一人暮らしの

ためのアパートを借りる、クレジットカードを作成する（支払能力により、クレジットカー

ドの作成ができないことがあります。）、ローンを組んで自動車を購入する（返済能力を

超える場合など、契約できないこともあります。）、といったことができるようになります。

　なお、２０２２年４月１日より前に１８歳、１９歳の方が親の同意を得ずに締結した

契約は、施行後も引き続き、取り消すことができます。

　また、親権に服することがなくなる結果、自分の住む場所（居所）や、進学や就職

などの進路について、自分の意思で決めることができるようになります。もっとも、こ

れらについて、親や学校の先生の理解を得ることが大切なことに変わりはありません。

　そのほか、民法の成年年齢は、民法以外の法律において各種の資格を取得したり、

各種行為をするための必要な基準年齢とされていることから、例えば、１０年有効パ

スポートの取得や、公認会計士や司法書士などの国家資格に基づく職業に就くこと（資

格試験への合格等が必要です。）、家庭裁判所において性別の取扱いの変更審判を受

けることなどについても、１８歳でできるようになります。

　もっとも、お酒を飲んだり、たばこを吸うことができる年齢等については、２０歳と

いう年齢が維持されていますので、注意が必要です。また、国民年金の加入義務が生

ずる年齢も、２０歳以上のままとなっています。

■ イラスト1

■ イラスト 2

民法改正（成年年齢の引下げ）パンフレットイラスト

■ イラスト 3

契約書

■ イラスト1

■ イラスト 2

民法改正（成年年齢の引下げ）パンフレットイラスト

■ イラスト 3

契約書

■ イラスト1

■ イラスト 2

民法改正（成年年齢の引下げ）パンフレットイラスト

■ イラスト 3

契約書

3
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　未成年者の場合、契約には法定代理人（一般的には親）

の同意が必要です。もし、未成年者が法定代理人の同意

を得ずに契約した場合には、民法で定められた「未成年

者取消権」によって、その契約を取り消すことができま

す。この未成年者取消権は、未成年者を保護するための

ものであり、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果

たしています。

　成年に達すると、法定代理人の同意がなくても自分の
意思で契約できるようになりますが、未成年者取消権は
行使できなくなります。つまり、契約を結ぶかどうかを

決めるのも自分なら、その契約に対して責任を負うのも
自分自身になります。

　契約にはさまざまなルールがあり、そうした知識がな

いまま、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる

おそれがあります。社会経験に乏しく、保護がなくなっ

たばかりの若年者を狙う悪質な業者もいます。

本当に必要な契約なのか
考えてみましょう！

　消費者トラブルに遭わないためには、

日頃から契約に関する知識を学び、さ

まざまなルールを知り、その契約が本

当に必要なものなのかよく検討する必

要があります。

　少しでも迷ったり、内容がよくわか

らなかったりしたら、その場での契約

は踏みとどまりましょう。「必ずもう

かる」「あなただけ特別に」など、メ

リットばかりを強調する勧誘（セール

ストーク）には、くれぐれも慎重に対

応しましょう。

　いったん成立した契約は、原則として取り消すことができません。

　しかし、販売形態によってはクーリング・オフによる契約解除が

できたり、事業者による不当な勧誘があった場合に契約を取り消し

たりできることがあります。

　権利を行使できる期間が決まっているので、少しでも「おかしい

な」と思ったら、すぐに消費生活センターへ相談してください。相

談内容の秘密は堅く守られます。

おかしいなと思ったら

すぐに相談を！すぐに相談を！すぐに相談を！すぐに相談を！

動画投稿サイトの広告を見てお試し

300 円のダイエットサプリメント

を購入。頼んだ覚えのない２回目の

商品発送連絡があり、４か月分まと

めて４万円の請求があった。

ＳＮＳなどから誘導されて出会い系

サイトでやり取りを続けたら高額請

求を受けた。

●●      契約内容（１回？継続？）や解約条件

　（方法）をしっかり確認しましょう！

●●      証拠を残すため事業者に連絡した記録

　を残しましょう！

●●      無料だからといって安易にアクセスし

　ないようにしましょう！

●●      個人情報を入力・送信しないようにし

　ましょう。

１ 定期購入

２ 出会い系サイト

３　成年に達して一人で契約する前に注意することは？

事例

事例

アドバイス

こんなトラブルに注意！

問い合わせ先　伊佐市消費生活センター　☎２３－１３３６
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問い合わせ先　伊佐湧水消防組合消防本部予防課予防係　☎２２－０１１９

春季全国火災予防運動

防火ポスターコンクール

※作品展示は、新型コロナウイルスの感染状況により中止とさせていただきます。

　ご理解のほどよろしくお願いします。

３月は空気が乾燥し、火災が１年で最も発生しやすい時期です。

家庭での火災予防を徹底し、火の取り扱いに十分に注意してください。

小野 綾子
（平出水小３年）

本田 聖藍

（大口中央中３年）

熊ヶ迫　海杜
（山野小２年）

前畑　小春
（大口中央中３年）

奨
励
賞

消
防
長
賞

（
最
優
秀
賞
）

　

春
季
全
国
火
災
予
防
運
動
の
一
環
で
伊
佐
湧
水
消
防

組
合
が
募
集
し
た
「
防
火
ポ
ス
タ
ー
コ
ン
ク
ー
ル
」
に

１
７
６
作
品
の
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。
入
賞
者
は
次
の

み
な
さ
ん
で
す
（
順
不
同
・
敬
称
略
）。

金　賞   脇迫 敬介（田中小３年）   佐藤 愛唯（羽月小１年）

  山内 稜馬（牛尾小１年）   宮里 嵩虎（牛尾小４年）   先田 光夏（山野小１年）

  益園 太進（大口東小２年）   下笠 光琉（羽月小４年）   多賀 柚貴奈（大口小２年）

  田島 充絆（大口小６年）   向原 花音（大口小５年）   川添 愛実（牛尾小２年）

  芝原 花（大口中央中１年）   山下 颯太（田中小５年）   五百路 心晴（田中小２年）

  後飯塚 一慶（大口中央中２年）   村山 雫（大口小６年）   西 華乃（大口東小３年）

  冨田 心優（大口中央中３年）   帖佐 明音（羽月小６年）   中渡 颯（牛尾小３年）

銀　賞   山下 心惟菜（大口中央中１年）   須川 葵（羽月小３年）

  枦木 美和（本城小１年）   福島 ゆな（大口中央中１年）   鹿島 琉聖（田中小４年）

  松元 将馬（山野小１年）   小倉 脩吾（大口中央中２年）   羽田野 翔太（山野小４年）

  張原 鳳利（羽月小２年）   池ノ上 奈槻（大口中央中２年）   仁王 愛心（大口小５年）

  前田 悠乃（羽月小２年） 銅　賞   福留 康生（大口東小６年）

  川越 美空（大口小３年）   北野 結華（大口小１年）   中村 伊里（山野小６年）

おうち時間おうち時間

家族で家族で点検点検

火火の始末の始末

おうち時間おうち時間

家族で家族で点検

火の始末の始末
令和３年度  全国統一防火標語

期間 ３月１日 火 ～７日 月 
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※令和 2 年 4 月 1 日現在の
　人口 25,358 人で計算

20,872 円

◆ 廃棄物等処理手数料　　　　　　　　　　　 4,331 万 4,100 円

　（伊佐市指定ごみ袋）

◆ 資源物売却金　　　　　　　　　　　　　　　 488 万 3,736 円

　（アルミ缶・スチール缶・新聞・雑誌ほか）

◆ 一般廃棄物許可業者・直接搬入ごみ処理料　 6,471 万 9,540 円

　（未来館・リサイクルプラザに持ち込まれたごみの処理手数料）

◆ ごみ収集等委託料　　　　　　　　　　　　 8,637 万 4,662 円

　（可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみの収集委託料）

◆ ごみ袋作成料・販売手数料　　　　　　　　  3,301 万 8,566 円

◆ 伊佐北姶良環境管理組合負担金　　　　　 3 億 326 万 9,000 円

　（未来館の運営にかかる負担金）

◆ 大口リサイクルプラザ施設運営費　　　　　1 億 660 万 2,064 円

　（業務委託料・施設修繕等）            

　伊佐市では、家庭から１年間に燃えるごみ約 5,629 ｔ、不燃

ごみ・資源ごみ・粗大ごみは約 1,378 ｔ出されています。

　家庭から出される燃えるごみの内、約47％は厨芥類（生ごみ）

となっています。また、25％は資源化可能な紙類・プラスチッ

日本の家庭からは年間 621 万トン （世界全体

の食糧援助量の約２倍） の食品ロスが発生して

います。 １人１日あたりの量に換算すると、 お茶

碗１杯分 （134 ｇ） の食べ物が捨てられている

ことになります。

生ごみの約 70％は水分です。 水切りを行うこ

とにより生ごみの重さは半分程度になります。 ・ ごみの発生抑制

できるだけごみの量を少な

くすること
Ｒeduce

リデュース

Ｒeuse
リユース

Ｒecycle
リサイクル ・ 再資源化

資源として再利用すること

・ 再利用

くり返し長く大切に使うこと

「Ｒ」 ではじまる３つのごみを減らすため

の行動 ・ 選択です。

問い合わせ先

環境政策課環境保全係　☎２２－１０６０

家庭での

ごみ減量対策 ‼

主な収入

主な支出

分別収集にご協力をお願いします

厨芥類の減量対策 「３Ｒ」の推進

水切りの徹底

食品ロスの削減

ごみの処理に関する経費

１

２

ク製容器包装類・未利用食品ですので、家庭から出される燃えるごみは、まだまだ削減できる余地が残

されています。さらなるごみの減量にはみなさまのご協力が必要です。

市民１人あたりの市民１人あたりの

ごみの処理にかかったごみの処理にかかった

経費経費（１年間分）（１年間分）

　令和２年度のごみ処理経費に伴う収入は総額 1 億 1,291 万 7,376 円、そのうち

廃棄物等処理手数料（伊佐市指定ごみ袋販売）の収入は 4,331 万 4,100 円、市民

１人あたり 1,710 円でした。また、ごみの処理にかかった費用は 5 億 2,926 万

4,292 円で 1人あたりに換算すると 20,872 円でした。

今すぐできる

ごみの処理に関する経費について 

市市民民１１人人ああたたりりのの  
ごごみみのの処処理理ににかかかかっったた経経費費  

20,872 円 

今すぐできる、家庭でのごみ減量対策‼ 

分別収集にご協力をお願いします。 
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１人あたりの年間ごみの量 推移
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 令和２年度のごみ処理経費に伴う収入は総額 11億億 11,,229911万万 77,,337766円円、そのうち廃棄物等処理手数料（伊佐市指

定ごみ袋販売）の収入は 44,,333311万万 44,,110000 円円、市民１人あたり 11,,771100円円でした。また、ごみの処理にかかった費用

は 55億億 22992266 万万 44229922円円で 1人あたりに換算すると 2200,,887722 円でした。 

 

＜＜主主なな収収入入＞＞  

  ◆◆廃廃棄棄物物等等処処理理手手数数料料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44,,333311 万万 44,,110000 円円      

    （伊佐市指定ごみ袋）                       

 ◆資資源源物物売売却却金金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・448888 万万 33,,773366 円円    （１年間分） 

   （アルミ缶・スチール缶・新聞・雑誌ほか）  

 ◆一一般般廃廃棄棄物物許許可可業業者者・・直直接接搬搬入入ごごみみ処処理理料料・・・・・・66,,447711 万万 99,,554400 円円  

（未来館・リサイクルプラザに持ち込まれたごみの処理手数料）   （令和 2年 4月 1日現在の人口 25,358 人で計算） 

    

＜＜主主なな支支出出＞＞  

◆ごごみみ収収集集等等委委託託料料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・88,,663377万万 44,,666622 円円      

  （可燃ごみ・不燃ごみ・資源ごみの収集委託料）  

◆ごごみみ袋袋作作成成料料・・販販売売手手数数料料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33,,330011万万 88,,556666 円円  

  ◆◆伊伊佐佐北北姶姶良良環環境境管管理理組組合合負負担担金金・・・・・・・・・・・・・・33 億億 332266 万万 99,,000000 円円      

    （未来館の運営にかかる負担金） 

 ◆大大口口リリササイイククルルププララザザ施施設設運運営営費費・・・・・・・・・・・・11 億億 666600 万万 22,,006644 円円  

    （業務委託料・施設修繕等）                                      

 

 

 

 

 伊佐市では、家庭から１年間に燃えるごみ約 5,629ｔ、不燃ごみ・資源ごみ・粗大ごみは約 1,378ｔ出されています。 

家庭から出される燃えるごみの内、約４７％は厨芥類（生ごみ）となっています。また、２５％は資源化可能な紙類・プラスチ

ック製容器包装類・未利用食品ですので、家庭から出される燃えるごみは、まだまだ削減できる余地が残されています。さらなる

ごみの減量には皆さまのご協力が必要です。 

●厨厨芥芥類類のの減減量量対対策策 

 ①水切りの徹底：生ごみの約７０％は水分です。水切りを行うことにより生ごみの重さは半分程度になります。 

 ②食品ロスの削減：日本の家庭からは年間 621 万トン（世界全体の食糧援助量の約２倍）の食品ロスが発生しています。 

 １人１日あたりの量に換算すると、お茶碗１杯分（134ｇ）の食べ物が捨てられていることになります。 

●「「３３ＲＲ」」のの推推進進  「Ｒ」ではじまる３つのごみを減らすための行動・選択です。 

 ①Reduce（リデュース）ごみの発生抑制：できるだけごみの量を少なくすること。 

 ②Reuse（リユース）再利用：くり返し長く大切に使うこと。 

 ③Recycle（リサイクル）再資源化：資源として再利用すること。 

 

 

（kg） 一人あたりの年間ごみ量　推移
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